
佐藤栄作総理大臣とリチャード・M・ニクソン大統領との間の共同声明 

(昭和 44年 11月 21日) 

  

1.佐藤総理大臣とニクソン大統領は，11月 19日，20日および 21日にワシント

ンにおいて会談し，現在の国際情勢および日米両国が共通の関心を有する諸問題に

関し意見を交換した。 

 

2.総理大臣と大統領は，各種の分野における両国間の緊密な協力関係が日米両国

にもたらしてきた利益の大なることを認め，両国が，ともに民主主義と自由の原則

を指針として，世界の平和と繁栄の不断の探求のため，とくに国際緊張の緩和のた

め，両国の成果ある協力を維持強化していくことを明らかにした。大統領は，アジ

アに対する大統領自身および米国政府の深い関心を披瀝し，この地域の平和と繁栄

のため日米両国があい協力して貢献すべきであるとの信念を述べた。総理大臣は，

日本はアジアの平和と繁栄のため今後も積極的に貢献する考えであることを述べ

た。 

 

3.総理大臣と大統領は，現下の国際情勢，特に極東における事態の発展について

隔意なく意見を交換した。大統領は，この地域の安定のため域内諸国にその自主的

努力を期待する旨を強調したが，同時に米国は域内における防衛条約上の義務は必

ず守り，もつて極東における国際の平和と安全の維持に引き続き貢献するものであ

ることを確言した。総理大臣は，米国の決意を多とし，大統領が言及した義務を米

国が十分に果たしうる態勢にあることが極東の平和と安全にとつて重要であるこ

とを強調した。総理大臣は，さらに，現在の情勢の下においては，米軍の極東にお

ける存在がこの地域の安定の大きなささえとなつているという認識を述べた。 

 

4.総理大臣と大統領は，特に，朝鮮半島に依然として緊張状態が存在することに

注目した。総理大臣は，朝鮮半島の平和維持のための国際連合の努力を高く評価し，

韓国の安全は日本自身の安全にとつて緊要であると述べた。総理大臣と大統領は，

中共がその対外関係においてより協調的かつ建設的な態度をとるよう期待する点

において双方一致していることを認めた。大統領は，米国の中華民国に対する条約

上の義務に言及し，米国はこれを遵守するものであると述べた。総理大臣は，台湾

地域における平和と安全の維持も日本の安全にとつてきわめて重要な要素である

と述べた。大統領は・ヴィエトナム問題の平和的かつ正当な解決のための米国の誠

意ある努力を説明した。総理大臣と大統領は，ヴィエトナム戦争が沖繩の施政権が

日本に返還されるまでに終結していることを強く希望する旨を明らかにした。これ

に関連して，両者は，万一ヴィエトナムにおける平和が沖繩返還予定時に至るも実



現していない場合には，両国政府は，南ヴィエトナム人民が外部からの干渉を受け

ずにその政治的将来を決定する機会を確保するための米国の努力に影響を及ぼす

ことなく沖繩の返還が実現されるように，そのときの情勢に照らして十分協議する

ことに意見の一致をみた。総理大臣は，日本としてはインドシナ地域の安定のため

果たしうる役割を探求している旨を述べた。 

 

5.総理大臣と大統領は，極東情勢の現状および見通しにかんがみ，日米安保条約

が日本を含む極東の平和と安全の維持のため果たしている役割をともに高く評価

し，相互信頼と国際情勢に対する共通の認識の基礎に立つて安保条約を堅持すると

の両国政府の意図を明らかにした。両者は，また，両国政府が日本を含む極東の平

和と安全に影響を及ぽす事項および安保条約の実施に関し緊密な相互の接触を維

持すべきことに意見の一致をみた。 

 

6.総理大臣は，日米友好関係の基礎に立つて沖繩の施政権を日本に返還し，沖繩

を正常な姿に復するようにとの日本本土および沖繩の日本国民の強い願望にこた

えるべき時期が到来したとの見解を説いた。大統領は，総理大臣の見解に対する理

解を示した。総理大臣と大統領は，また，現在のような極東情勢の下において，沖

繩にある米軍が重要な役割を果たしていることを認めた。討議の結果，両者は，日

米両国共通の安全保障上の利益は，沖繩の施政権を日本に返還するための取決めに

おいて満たしうることに意見が一致した。よつて，両者は，日本を含む極東の安全

をそこなうことなく沖繩の日本への早期復帰を達成するための具体的な取決めに

関し，両国政府が直ちに協議に入ることに合意した。さらに，両者は，立法府の必

要な支持をえて前記の具体的取決めが締結されることを条件に 1972年中に沖繩の

復帰を達成するよう，この協議を促進すべきことに合意した。これに関連して，総

理大臣は，復帰後は沖繩の局地防衛の責務は日本自体の防衛のための努力の一環と

して徐徐にこれを負うとの日本政府の意図を明らかにした。また，総理大臣と大統

領は，米国が，沖繩において両国共通の安全保障上必要な軍事上の施設および区域

を日米安保条約に基づいて保持することにつき意見が一致した。 

 

7.総理大臣と大統領は，施政権返還にあたつては，日米安保条約およびこれに関

する諸取決めが変更なしに沖繩に適用されることに意見の一致をみた。これに関連

して，総理大臣は，日本の安全は極東における国際の平和と安全なくしては十分に

維持することができないものであり，したがつて極東の諸国の安全は日本の重大な

関心事であるとの日本政府の認識を明らかにした。総理大臣は，日本政府のかかる

認識に照らせば，前記のような態様による沖繩の施政権返還は，日本を含む極東の

諸国の防衛のために米国が負つている国際義務の効果的遂行の妨げとなるような



ものではないとの見解を表明した。大統領は，総理大臣の見解と同意見である旨を

述べた。 

 

8.総理大臣は，核兵器に対する日本国民の特殊な感情およびこれを背景とする日

本政府の政策について詳細に説明した。これに対し，大統領は，深い理解を示し，

日米安保条約の事前協議制度に関する米国政府の立場を害することなく，沖繩の返

還を，右の日本政府の政策に背馳しないよう実施する旨を総理大臣に確約した。 

 

9.総理大臣と大統領は，沖繩の施政権の日本への移転に関連して両国間において

解決されるべき諸般の財政及び経済上の問題(沖繩における米国企業の利益に関す

る問題も含む。)があることに留意して，その解決についての具体的な話合いをす

みやかに開始することに意見の一致をみた。 

 

10.総理大臣と大統領は，沖繩の復帰に伴う諸問題の複雑性を認め，両国政府が，

相互に合意さるべき返還取決めに従つて施政権が円滑に日本政府に移転されるよ

うにするために必要な諸措置につき緊密な協議を行ない，協力すべきことに意見の

一致をみた。両者は，東京にある日米協議委員会がこの準備作業に対する全般的責

任を負うべきことに合意した。総理大臣と大統領は，琉球政府に対する必要な助力

を含む施政権の移転の準備に関する諸措置についての現地における協議および調

整のため，現存の琉球列島高等弁務官に対する諮問委員会に代えて，沖繩に準備委

員会を設置することとした。準備委員会は，大使級の日本政府代表および琉球列島

高等弁務官から成り，琉球政府行政主席が委員会の顧問となろう。同委員会は，日

米協議委員会を通じて両国政府に対し報告および勧告を行なうものとする。 

 

11.総理大臣と大統領は，沖繩の施政権の日本への返還は，第二次大戦から生じ

た日米間の主要な懸案の最後のものであり，その双方にとり満足な解決は，友好と

相互信頼に基づく日米関係をいつそう固めるゆえんであり，極東の平和と安全のた

めに貢献するところも大なるべきことを確信する旨披瀝した。 

 

12.経済問題の討議において，総理大臣と大統領は，両国間の経済関係の著しい

発展に注目した。両者は，また，両国が世界経済において指導的地位を占めている

ことに伴い，特に貿易および国際収支の大幅な不均衡の現状に照らしても，国際貿

易および国際通貨の制度の維持と強化についてそれぞれ重要な責任を負つている

ことを認めた。これに関連して，大統領は，米国におけるインフレーションを抑制

する決意を強調した。また，大統領は，より自由な貿易を促進するとの原則を米国

が堅持すべきことを改めて明らかにした。総理大臣は，日本の貿易および資本につ

いての制限の縮小をすみやかに進めるとの日本政府の意図を示した。具体的には，



総理大臣は，広い範囲の品目につき日本の残存輸入数量制限を 1971年末までに廃

止し，また，残余の品目の自由化を促進するよう最大限の努力を行なうとの日本政

府の意図を表明した。総理大臣は，日本政府としては，貿易自由化の実施を従来よ

りいつそう促進するよう，一定の期間を置きつつその自由化計画の見直しを行なつ

ていく考えである旨付言した。総理大臣と大統領は，このような両国のそれぞれの

方策が日米関係全般の基礎をいつそう強固にするであろうということに意見の一

致をみた。 

 

13.総理大臣と大統領は，発展途上の諸国の経済上の必要と取り組むことが国際

の平和と安定の促進にとつて緊要であることに意見の一致をみた。総理大臣は，日

本政府としては，日本経済の成長に応じて，そのアジアに対する援助計画の拡大と

改善を図る意向であると述べた。大統領は，この総理大臣の発言を歓迎し，米国と

しても，アジアの経済開発に引き続き寄与するものであることを確認した。総理大

臣と大統領は，ヴィエトナム戦後におけるヴィエトナムその他の東南アジアの地域

の復興を大規模に進める必要があることを認めた。総理大臣は，このため相当な寄

与を行なうとの日本政府の意図を述べた。 

 

14.総理大臣は，大統領に対し，アポロ 12号が月面到着に成功したことについて

祝意を述べるとともに，宇宙飛行士たちが無事地球に帰還するよう祈念を表明した。

総理大臣と大統領は，宇宙の探査が科学の分野における平和目的の諸事業について

の協力関係をすべての国の間において拡大する広範な機会をもたらすものである

ことに意見の一致をみた。これに関連して，総理大臣は，日米両国が本年夏に宇宙

協力に関する取決めを結んだことを喜びとする旨述べた。総理大臣と大統領は，こ

の特別な計画の実施が両国にとつて重要なものであることに意見の一致をみた。 

 

15.総理大臣と大統領は，軍備管理の促進と軍備拡大競争の抑制の見通しについ

て討議した。大統領は，最近ヘルシンキにおいて緒についたソヴィエト連邦との戦

略兵器の制限に関する討議を開始することについての米国政府の努力の概要を述

べた。総理大臣は，日本政府がこの討議の成功を強く希望する旨述べた。総理大臣

は，厳重かつ効果的な国際的管理の下における全面的かつ完全な軍縮を達成するよ

う，効果的な軍縮措置を実現することについて日本が有している強い伝統的な関心

を指摘した。 

 


